
川崎市猫の不妊及び去勢手術補助要綱  
 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成

１２年川崎市規則第４５号）第２条に基づき猫の不妊又は去勢手術（以下「手

術」という。）を行う飼い主等に対し、手術に要した費用の一部を補助する

ことで、猫への不妊去勢手術の必要性を普及啓発し、猫の不必要な繁殖及び

飼い主のいない猫の増加を抑え、動物愛護の気風を高めるとともに、生活環

境の保全上の支障を防止することを目的とする。 

 （補助の対象者） 

第２条 補助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

（１）本市の区域内に住所を有し、市内において飼養管理されている猫の飼い

主 

（２）本市の区域内に住所を有し、市内において所有者の判明しない猫を責任 

をもって世話している者 

（３）川崎市地域猫活動支援要綱第４条に規定する川崎市地域猫活動サポータ

ーの代表者 

 （獣医師の指定申請及び指定等） 

第３条 この要綱に係る猫の手術に協力する獣医師（以下「協力獣医師」とい

う。）として指定を受けようとするときは、川崎市猫の不妊及び去勢手術補

助指定獣医師指定申請書（第１号様式）に、獣医師法（昭和２４年法律第１

８６号）第７条に規定する獣医師免許証の写しを添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、次の各号に掲げる要件

について速やかに審査し、指定の可否を決定するものとする。 

（１）獣医療法（平成４年法律第４６号）第３条の規定に基づき診療施設を開

設し、又は同法第５条第１項の規定に基づき診療施設を管理している獣医

師であること。 

（２）申請に係る診療施設は、市内、市内を除く神奈川県内及び東京都内のう

ち別表に掲げる本市に隣接する区市内に存在するものであること。 

３ 市長は、前項の規定により、協力獣医師として指定する獣医師（以下「指

定獣医師」という。）と決定したときは、川崎市猫の不妊及び去勢手術補助

指定獣医師指定書（第２号様式。以下「指定書」という。）を交付するもの

とする。 



４ 市長は、第２項の規定により協力獣医師として指定しないと決定したとき

は、川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師不指定通知書（第２号様式

の２）により申請者に通知するものとする。 

５ 指定獣医師は指定書に記載した事項又は診療施設電話番号に変更が生じた

とき、川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定事項変更届出書（第

２号様式の３）に、指定書を添えて市長に届け出るものとする。 

６ 指定獣医師は、協力獣医師としての指定を辞退する場合には、川崎市猫の

不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定辞退届出書（第２号様式の４）に、指

定書を添えて市長に届け出るものとする。 

７ 市長は、指定獣医師が第２項各号に掲げる要件に該当しなくなったと判断

したときには、指定の解除を川崎市猫の不妊及び去勢手術指定獣医師指定解

除通知書（第２号様式の５）により通知するものとする。 

 （補助金の額） 

第４条 市長は、手術に要した費用の一部として次の額を補助するものとする。 

（１）不妊手術の場合  １頭につき ４，０００円 

（２）去勢手術の場合  １頭につき ３，０００円 

（３）川崎市地域猫活動サポーター登録要綱第４条第１項第２号又は第６条第

１項第２号に基づき地域猫活動対象猫として申請した猫（以下「活動対象

猫」という。）について実施された不妊手術の場合、第１号の規定にかか

わらず１頭につき ８，０００円とする。ただし、支払った施術費用の額

（以下「支払額」という。）が８，０００円未満の場合は当該支払額とす

る。 

（４）活動対象猫について実施された去勢手術の場合、第２号の規定にかかわ

らず１頭につき ６，０００円とする。ただし、支払額が６，０００円未

満の場合は当該支払額とする。 

 （補助の範囲） 

第５条 市長は、第２条第１号及び第２号に該当する者の場合は、申請年度内

に１世帯につき８頭を超えない範囲で補助するものとする。 

 （交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、川

崎市猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請書（第３号様式及び第３号様式の

２。以下「補助金交付申請書」という。）に指定獣医師の発行する川崎市猫

の不妊（去勢）手術実施証明書（第４号様式）と補助金振込先金融機関の通

帳等の写しを添えて市長に申請するものとする。 

２ 第２条第１号及び第２号に該当する者が、補助金の交付を受けようとする



場合は、申請者の現住所が確認できる書類（運転免許証、健康保険の資格確

認書、住民票の写し等）の提示又は写しを添付するものとする。 

３ 第２条第３号に該当する者が、活動対象猫の不妊及び去勢手術について申

請する場合は、当該猫の手術後の写真を添付し、また、当該手術費用の領収

書の提示又は写しを添付するものとする。 

４ 第１項の申請の対象となる不妊去勢手術の実施期間は、当該年度開始月の

前月から翌年の２月までとする。また、申請期間を４月１日から翌年の３月

３１日の開庁時間内までとし、３月３１日が土曜日又は閉庁日の場合は、前

開庁日の開庁時間内までとする。 

 （交付の決定等） 

第７条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、速やかに補助金交付の

可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の可否の決定に際して疑義が生じた場合は、診療記録や領収

書等可否の決定に必要な書類の確認及び提出について、申請者及び指定獣医

師に求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金を交付すると決定したときは、川崎市

猫の不妊（去勢）手術補助金交付決定通知書（第５号様式）により申請者に

通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金を交付しないと決定したときは、川崎

市猫の不妊（去勢）手術補助金不交付決定通知書（第６号様式）により申請

者に通知するものとする。 

５ 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受け

たことが判明したときは、既に交付した補助相当額を返還させることができ

る。 

（申請書の経由） 

第８条 申請者は、補助金交付申請書を申請者の住所を所管する保健所支所長

を経由して市長に申請するものとする。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３年５月１日から施行し、平成３年４月１日から適用す

る。 

 （飼い犬等の避妊及び去勢手術補助要綱の廃止） 

２ 飼い犬等の避妊及び去勢手術補助要綱は、廃止する。 



   附 則 

 （施行期日） 

 この改正要綱は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成８年川衛環食第９５７号） 

 （施行期日） 

１ この改正要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成１１年川健生第６５５号） 

 この要綱は、平成１１年１１月１日から施行する。 

   附 則 （平成１１年川健生第１０７１号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 （平成１６年川健生第６７４号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年８月１０日から施行する。 

   附 則 （平成１７年川健生第３４９号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年６月８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に川崎市飼い犬等の不妊及び去勢手術補助要綱第

３条第２項の規定による川崎市飼い犬等の不妊及び去勢手術補助指定獣医師

指定書が交付されている者は、改正後の要綱第３条第１項の規定による申請

の際に、同項に規定する添付書類を省略することができる。 

附 則 （平成１７年川健生第１９５６号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 （平成１８年川健生第１７８７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 改正前の要綱等の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 （平成２５年川健生第１２０１号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年３月２４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 （平成３０年川健生第８２７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を追記した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 （平成３１年川健生第８２７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 （令和２年川健生第２４１号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 （令和２年川健生第２８６３号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 （令和４年川健生第１７３４号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

３ 第６条第４項の申請の対象となる不妊去勢手術の実施期間は、令和５年度



にあっては、年度開始月から翌年の２月までとする。 

 
別表（第３条第２項第２号関係）  

 対象区市 
東京都 大田区、世田谷区、狛江市、調布市、稲城市、多摩市、町田市 

 

附 則 （令和７年川健生衛第２５０３号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱等の規定により調整した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式 

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定申請書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）川崎市長 

申請者  住   所 

獣医師氏名             

電話（    ） 

 

次のとおり川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師として指定を受けたいの

で、川崎市猫の不妊及び去勢手術補助要綱第３条第１項の規定により申請します。 

 

１ 施 設 名 

 

２ 所 在 地 

 

３ 電 話 番 号 

 

４ 獣 医 師 

（１） 獣医師氏名 

 

（２） 獣医師免許  登録年月日    年  月  日 

 

         登 録 番 号 

 

（３） 診療施設開設獣医師 ・ 診療施設管理獣医師 

 （注）添付書類  獣医師法第７条に規定する獣医師免許証の写し 

 



第２号様式 

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定書 

 

川崎市指令  第   号      

 

施設名 

 

所在地 

 

獣医師氏名          様 

 

 

     年  月  日に申請のありました川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定

獣医師の指定については、上記獣医師を川崎市猫の不妊及び去勢手術補助要綱第３条

第３項の規定により指定します。 

 

 

      年  月  日 

 

 

川崎市長        印  

 



第２号様式の２ 

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師不指定通知書 

 

川崎市指令  第   号  

年   月   日  

 

         様 

 

川崎市長         印  

 

 

     年  月  日付けで申請のありました川崎市猫の不妊及び去勢手術補助

指定獣医師については、次の理由により指定できませんので通知します。 

 

 理由                                    

                                       

                                       

 



第２号様式の３ 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定事項変更届出書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）川崎市長 

届出者  住   所               

獣医師氏名               

電   話   （   ）       

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定事項を次のとおり変更しましたので、

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助要綱第３条第５項の規定により、届け出ます。 

変 更 事 項 
□ 施 設 名    □ 所 在 地   □獣医師氏名 

□ その他（                     ） 

変更内容 

変更前 

 

 

 

変更後 

 

 

 

変 更 年 月 日     年  月  日 

診療施設 

名称  

所在地 

 

 

ＴＥＬ 

（注）添付書類 川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定書 

        獣医師氏名の変更にあっては、書換え交付を受けた獣医師免許証の写し 

 



第２号様式の４ 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定辞退届出書 

 

年  月  日  

 

 （宛先）川崎市長 

届出者  住   所               

獣医師氏名               

電   話   （   ）       

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定を辞退したいので、川崎市猫の不妊及

び去勢手術補助要綱第３条第６項の規定により、届け出ます。 

施 設 名 
 

 

施設所在地 

〒 

 

ＴＥＬ 

指定獣医師名 
 

 

獣医師免許 
登録年月日 年  月  日 

登 録 番 号  

辞退の理由 

 

 

 

 

 

（注） 

１ 川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定書を添付してください 

２ 指定獣医師が死亡等で届出できないときは、親族等代理人が速やかに届け出てくださ

い。 

 



第２号様式の５ 

 

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師指定解除通知書 

 

川崎市指令  第   号  

年   月   日  

 

         様 

 

川崎市長         印  

 

 

 川崎市猫の不妊及び去勢手術補助指定獣医師については、次の理由により解除しま

したので通知します。 

 

 理由                                    

                                       

                                       

 



 住　所

金融機関名

支店名

預金種目

川崎市　　　　区役所衛生課　第　　　　　号

 氏　名

市に対して一切の損害賠償等の請求を行いません。

提示又は
写しの添付

（申請者→区役所衛生課→健康福祉局）

店番号

補助金振込先

　猫の不妊（去勢）手術補助金の交付を受けたいので、別紙の川崎市猫の不妊（去勢）手術実施

証明書を添えて申請します。

　なお、申請にあたり、次の事項を誓約します。

  手術実施にあたり、施術及びこれに関して生じた問題については、当事者間で解決するものとし、

・この補助金交付は、当該年度予算がなくなり次第終了となりますので御了承ください。

申請者の現住所が確認できる書類として、個人番号カード、運転免許証、健康保険
の資格確認書、住民票等１点（※有効期限があるものは期限内のものに限る。写し
の提出には、申請者の氏名及び住所記載面のコピー要。）

添付
補助金振込先金融機関の通帳等の写し（通帳の表紙の裏側部分等、口座名義人のふ
りがな、口座番号等が確認できるもの、口座名義人は申請者と同一であること。）

・３月中に実施した手術の申請期間は、翌年度（同年４月から）の申請となりますので御注意ください。

　　　　　　申請日　　　　年　　　月　　　日　

川崎市 　　　　区

第３号様式

川崎市猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請書

[例：たま・ミケちゃん等][例：雑種・マンチカン等]

猫の呼び名

１　申請者が所有し、市内で飼養管理する猫

２　申請者が市内で責任を持って世話している所有者の判明しない猫

申  請  者

対　　　象
※１又は２に〇

手術の内容
※１又は２に〇

猫の種類

電話

１　不　妊（メス）　　２　去　勢（オス）

猫の年齢 猫の毛色　　　　　歳　　　　ヶ月　

[例：茶トラ・グレー等]

１ 普通   ２ 当座   ３ 貯蓄 口座番号

１ 銀行　    ２ 信用金庫
３ 信用組合　４(　      　    )

１ 本店　　２ 支店
３ 出張所  ４(　           )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宛先）川　崎　市　長

口座名義
カナ



 住　所

手術の内容
※１又は２に〇

金融機関名

支店名 0 0 0

預金種目 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

猫の年齢 　　　　　歳　　　　ヶ月　 猫の毛色

[例：茶トラ・グレー等]

補助金振込先

0

口座名義
カナ

　猫の不妊（去勢）手術補助金の交付を受けたいので、別紙の川崎市猫の不妊（去勢）手術実施

証明書を添えて申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宛先）川　崎　市　長

対　　　象
※１又は２に〇

0

１ 銀行　    ２ 信用金庫
３ 信用組合　４(　      　    )

店番号

１ 普通   ２ 当座   ３ 貯蓄

第３号様式の２

川崎市猫の不妊（去勢）手術補助金交付申請書（区役所衛生課控）

　　　　　　申請日　　　　年　　　月　　　日　

申  請  者

川崎市 　　　　区

電話

口座番号

猫の種類 猫の呼び名

２　申請者が市内で責任を持って世話している所有者の判明しない猫

１　不　妊（メス）　　２　去　勢（オス）

[例：雑種・マンチカン等] [例：たま・ミケちゃん等]

１　申請者が所有し、市内で飼養管理する猫

0
１ 本店　　２ 支店
３ 出張所  ４(　           )

 氏　名 0

川崎市　　　　区役所衛生課　第　　　　　号

（申請者→区役所衛生課）



 住　所

手術の内容
※１又は２に〇

 氏　名 0

　　　　　市　　　　　区

　上記のとおり　　　　　年　　　月　　　日に手術を実施したことを証明します。

　　　　　　年　　　月　　　日

猫の種類 猫の呼び名

[例：雑種・マンチカン等] [例：たま・ミケちゃん等]

　　　　　歳　　　　ヶ月　 猫の毛色

[例：茶トラ・グレー等]

施 設 名

所 在 地

申  請  者

川崎市 　　　　区

電話 0

対　　　象
※１又は２に〇

１　申請者が所有し、市内で飼養管理する猫

２　申請者が市内で責任を持って世話している所有者の判明しない猫

１　不　妊（メス）　　２　去　勢（オス）

川崎市　　　　区役所衛生課　第　　　　　号

（申請者→指定獣医師→申請者→区役所衛生課→健康福祉局）

猫の年齢

第４号様式

川崎市猫の不妊（去勢）手術実施証明書

※ 指定獣医師の先生方へ
　 太枠欄に内容が記載されていることを御確認の上、証明いただきますようお願いいたします。

指定獣医師名



第５号様式 

川崎市猫の不妊（去勢）手術補助金交付決定通知書 

 

川崎市指令  第    号  

 

 

   

上記のとおり決定します。 

 

      年  月  日 

 

川崎市長        印  

補 助 金 交 付 額  

申 請 者 

住 所 川崎市   区 

氏 名 様  

手 術 の 内 容 不 妊（メス） ・ 去 勢（オス） 

猫 の 種 類  猫 の 呼 び 名  

猫 の 年 齢  猫 の 毛 色  

 （健康福祉局→申請者）          川崎市  区役所衛生課 第   号 

 



第６号様式 

 

川崎市猫の不妊（去勢）手術補助金不交付決定通知書 

 

川崎市指令 第  号 

 

年  月  日  

 

様 

 

 

川崎市長        印  

 

 

     年  月  日に申請のありました猫の不妊（去勢）手術補助金交付につ

いては、次の理由により交付できませんので御了承ください。 

 

 

 （理由） 

（健康福祉局→申請者）       

  川崎市  区役所衛生課 第   号 


